
 

 

スポカルイン黒石図書コーナー利用及び図書貸出規則及び黒石市教育委員会図書管

理嘱託員設置規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

令和４年３月３０日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

黒石市教育委員会規則第７号 

 

スポカルイン黒石図書コーナー利用及び図書貸出規則及び黒石市教育委員会図

書管理嘱託員設置規則を廃止する規則 

 

次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) スポカルイン黒石図書コーナー利用及び図書貸出規則（平成２０年黒石市教育

委員会規則第３号） 

(2) 黒石市教育委員会図書管理嘱託員設置規則（平成２４年黒石市教育委員会規則

第８号） 

 

   附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


